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墨田区災害対策本部条例の一部を改正する条例（案）概要 

 

 

１ 改正理由 

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）の一部改正に 

より、都道府県及び区市町村の災害対策本部の役割が見直されたことに伴い、本条例 

について、所要の改正を行う必要がある。 

 

２ 改正内容 

  法第２３条の２「市町村災害対策本部」の条項新設に伴い、本条例の引用条文につ 

いて、法「第２３条第７項」を「第２３条の２第８項」に改める（第１条関係）。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

 


